
第７回議会運営委員会会議記録 

開 閉 会 

日   時 

 令和５年７月２０日（木曜）     午前 ９時３０分 開会 

休 憩 9:39-40 10:09-10 10:14-15 

                   午前１０時１５分 閉会 

会議場所  ３階委員会室 

出席委員  

氏   名 

委員長  渡辺洋一郎 委 員 中村 和宏  

副委員長 立川 美穂 委 員 中田智惠子  

委 員  正村紀美子 委 員 鈴木 健充  

委 員  木村 淳彦  議 長 梶澤 幸治 

欠席委員  

氏   名 

   

   

説明等に  

出席した  

者の氏名  

総務課長 佐々木快治   

   

   

事務局職員 事務局長 安田 敦史 総務係長 竹川 恭史  

１ 開 会 

・委員長が開会を告げ、事務局から本日の委員会の日程を説明する。 

 

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 議会サポーター委嘱の考え方について          資料１ 

イ 令和４年度議会費決算について             当日資料２ 

ウ 第１回モニター会議実施要領（案）について       当日資料３ 

エ 議員研修（案）（８～10月）について           資料４ 

オ 新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会の設置及び 

審査・調査要領（案）について             資料５ 

カ 令和５年芽室町議会定例会７月臨時会議の運営について  当日資料６ 

 

３ その他 

（１）次回委員会の開催日程（予定）について 

令和５年 月 日（  曜）   時   分 

（２）その他 

 

                                       

２ 議 件 

（１）調査事項 

ア 議会サポーター委嘱の考え方について  資料１ 

・立川副委員長：第５回議会運営委員会（６月12日開催）及び第２回全員協議会（６



月20日開催）で出された課題について、正副委員長で今後の対応案を整理したこ

とから、議運としての一定の見解をまとめるために協議したい。なお、本日、議運

の見解がまとまったのなら、次回の全協（７月28日開催予定）で協議し共有した

い。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・正村委員：今後、新規に委嘱する際の選定基準は？ 

・委員長：今回、具体的に挙げた候補については、過去３度にわたる研修講師の実績

もあり、本町議会が重視する「議員間討議」の深化に向けて、専門的な御教示をい

ただけることが選定理由である。なお、この他、新規委嘱の適任者がいた際には、

適宜検討していきたい。 

・正村委員：要綱の改正の趣旨は？ 

・委員長：定員を実態と合わせようとするもの（５人以内→９人以内）。 

・木村委員：サポーターが増える都度、改正するという意味か？ 

・委員長：要綱制定後、一度も見直していないことから、現状の委嘱数と整合を図る

目的である。 

・木村委員：サポーター制度は、報酬等が発生しないものであり、定員を設けなくて

も大きな課題はないと捉える。要綱から定員条項を除いても良いのではないか？

現行の要綱では、「何人以内で、ただし議長が認める」となっているが、この但し

書きは、特例として議長の権限を規定しているものであり、あえて、この条項は必

要ないと考える。 

・委員長：木村委員の意見に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：定数の設定を要綱から削除し、適任者がいた際には、都度議会内で共有、

協議し委嘱する旨の規定とすることで決定する。 

・（異議なし） 

 

 

イ 令和４年度議会費決算について  当日資料２ 

・総務係長：資料説明 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：決定する。 

 

 

ウ 第１回モニター会議実施要領（案）について  当日資料３ 

 ・立川副委員長：第５回議会運営委員会（６月12日開催）及び第２回全員協議会（６

月20日開催）で協議した会議開催要領に基づき、モニターに案内通知を送付し、

出欠が概ね確定したことから（17名中15名出席、うちオンライン参加３名）、８月



２日（水）に実施する詳細を整理したので協議したい。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・正村委員：グループワークの進行について、テーマが「日ごろ気になること」を自

由に意見交換することで良いか？例えば、新聞報道等でモニターの皆さんが「嵐

山」に関心が高く、その件が出た際には、そこを深堀りすることまでは必要ない

か？たくさんの意見を出していただくことが趣旨か？ 

・立川副委員長：基本的には、各グループの雰囲気等に委ねるので、嵐山に意見が集

中するようなら深堀りすることもあるだろうと考える。各モニターの意見がたく

さん出されるようには配慮いただきたい。 

・中村委員：「モニターになって」とか「モニターとは」のような意見交換でも良い

のか？ 

・委員長：各グループの進行に合わせてリーダーに委ねたい。 

・委員長：他にないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：次回、全員協議会（７月28日）で共有して取り進めることを決定する。 

 

 

エ 議員研修（案）（８～10月）について  資料４ 

 ・事務局長：年度当初に議会内で共有した研修計画に基づき、第二四半期となる８～

10月の研修案を協議したい。資料中朱書部分が確認及び協議事項である。  

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 

・委員長：説明の内容に異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：次回、全員協議会（７月28日）で共有して、取り進めることを決定する。 

 

 

オ 新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会の設置及び審査・調査要領（案）に 

ついて  資料５ 

 ・立川副委員長：第３回全員協議会（７月12日開催）の協議を踏まえて、特別委員会

の設置及び審査・調査要領案を協議したい。なお、特別委員会の名称については、

先の全員協議会で出された意見を踏まえ、正副で改めて協議した結果、「あり方調

査特別委員会」や「経営方針変更に係る調査特別委員会」も検討したが、当初の提

案通り「新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会」として提案したい。これ

は、審査・調査事項を明確にし、議会内で共通認識を図ることで、委員会の趣旨が

あいまいになることはないため、当初通りとしようとするものである。 

・委員長：質疑・意見はないか？ 

・（質疑・意見なし） 



・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：ただいま協議したとおり、特別委員会の名称は、総務経済常任委員会の抽

出事業との区分も明確であることから、当初通り決定する。また、その他の項目と

して、目的、委員定数、調査期間等を議運として決定し、次回の臨時会議に会議案

として提案することを決定する。 

 

 

カ 令和５年芽室町議会定例会７月臨時会議の運営について  当日資料６ 

・総務課長：「資料６－１」説明。 

・委員長：質疑はないか？ 

・（質疑なし） 

・立川副委員長：「資料６－２」説明。なお、当日追加として、会議案を１件追加提

案としたいので、併せてお諮りいただきたい。具体的には、「調査事項：オ」で協

議・決定した事項であり、「新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会設置の件」

である。 

・委員長：質疑はないか？ 

・（質疑なし） 

・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：追加提案を決定する。 

・委員長：次に、資料６の「２」～「５」の説明を求める。 

・立川委員：資料６の「２－（２）」について、審査方法の一部変更をお諮りいただ

きたい。ただいま決定した「議会提案予定事項」の追加に伴い、（２）に記載の議

会提案の審査方法について、当初は委員会報告のみであったものを「会議案提案」

を加えた審査とするため、「議会提案の議案等は、全件を提案日に本会議において

説明のうえ審議・報告を行う」と変更したい。なお、「３」及び「４」については、

記載に変更はない。 

・委員長：質疑はないか？ 

（質疑なし） 

・委員長：異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：説明のとおり決定することに異議ないか？ 

・（異議なし） 

・委員長：以上のとおり決定する。 

 

 

３ その他 

（１）次回の委員会開催日程について  

・８月２日（水）午後１時３０分 



 

（２）その他 

・ 委員長：「その他」で各委員からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：議長からないか？ 

・ （なし） 

・ 事務局からないか？ 

・ （なし） 

・ 委員長：以上で終了する。 

 

                    以上をもって議会運営委員会を閉会する。 

 

傍 聴 者 数 一般者 ０名 報道関係者 ０名 議 員 ０名 合計 ０名 

  

令和５年７月２０日 

議会運営委員会委員長 渡辺 洋一郎 

 

 


